
表

一

は

平

成

二

五

年

度

の

全

府

省

の

再

任

用

者

の

実

態

で

す

。

防

衛

省

を

除

く

全

府

省

で

平

成

二

五

年

度

に

は

、

六

，

九

一

二

名

の

再

任

用

者

が

在

職

し

、

そ

の

う

ち

一

，

九

五

九

名

が

フ

ル

タ

イ

ム

再

任

用

と

な

っ

て

い

ま

す

。

義

務

的

再

任

用

制

度

実

施

前

で

も

、

全

府

省

で

は

、

四

四

％

が

、

フ

ル

タ

イ

ム

勤

務

を

し

て

い

ル

こ

と

が

わ

か

り

ま

す

。

業
務
内
容
は
退
職
前
と
同
じ

ユ

ニ

オ

ン

本

部

が

行

っ

た

、

フ

ル

タ

イ

ム

勤

務

の

多

い

旧

運

輸

省

･

法

務

省

･

厚

生

労

働

省

の

各

労

働

組

合

か

ら

の

聞

き

取

り

調

査

に

よ

る

と

、

フ

ル

タ

イ

ム

勤

務

の

業

務

内

容

は

、

一

般

的

な

行

（

一

）

業

務

と

な

っ

て

い

ま

す

。

フ

ル

タ

イ

ム

勤

務

の

多

い

法

務

省

は

一

〇

〇

名

近

く

が

退

職

前

と

同

じ

業

務

を

行

っ

て

い

ま

す

。

表

二

は

、

全

府

省

と

旧

建

設

省

の

再

任

用

者

の

級

別

内

訳

で

す

。

全

府

省

で

は

、

再

任

用

者

の

七

四

，

二

％

が

三

級

以

上

に

分

布

し

、

九

，

四

％

が

四

級

以

上

に

分

布

し

て

い

ま

す

。

旧

建

設

省

の

職

場

で

は

、

四

級

以

上

の

再

任

用

者

は

ゼ

ロ

で

、

他

府

省

よ

り

大

き

く

後

れ

て

い

ま

す

。
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ユ

ニ

オ

ン

の

調

査

で

、

全

府

省

の

平

成

二

五

年

度

再

任

用

実

態

が

明

ら

か

に

な

り

ま

し

た

。

こ

の

調

査

に

よ

り

ま

す

と

、

他

府

省

で

は

五

級

・

六

級

格

付

け

が

す

で

に

実

現

、

週

四

日

勤

務

が

再

任

用

者

の

四

四

％

に

も

及

ん

で

い

る

実

態

、

義

務

的

再

任

用

実

施

前

に

す

で

に

防

衛

省

を

除

い

て

も

二

，

〇

〇

〇

名

近

く

の

フ

ル

タ

イ

ム

勤

務

者

が

在

職

す

る

こ

と

等

が

明

ら

か

に

な

っ

て

い

ま

す

。

再任用者の処遇再任用者の処遇再任用者の処遇再任用者の処遇

未だ他府省より大きく後れ！未だ他府省より大きく後れ！未だ他府省より大きく後れ！未だ他府省より大きく後れ！

    フルタイム      短時間 計 計

１０級 1 0.1% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0%

７級 7 0.9% 0 0.0% 7 0.2% 0 0.0%

６級 13 1.6% 10 0.3% 23 0.6% 0 0.0%

５級 55 6.8% 24 0.8% 79 2.1% 0 0.0%

４級 124 15.3% 121 4.2% 245 6.6% 0 0.0%

３級 407 50.2% 1979 68.0% 2386 64.1% 273 60.8%

２級 201 24.8% 757 26.0% 958 25.8% 176 39.2%

１級 2 0.2% 19 0.7% 21 0.6% 0 0.0%

計 810 100.0% 2910 100.0% 3720 100.0% 449 100.0%

                全          省          庁 旧建設（短時間）

表２　平成２５年度再任用者行（一）の級別内訳

職務の級

短
時
間
勤
務
日
数
も
後
れ

表

三

は

、

「

義

務

的

再

任

用

」

で

話

題

に

な

っ

て

い

る

短

時

間

勤

務

の

、

勤

務

日

数

の

他

府

省

と

旧

建

設

省

の

実

態

で

す

。

他

府

省

で

は

短

時

間

勤

務

者

の

四

四

％

が

、

す

で

に

週

四

日

勤

務

を

行

っ

て

い

ま

す

が

、

旧

建

設

省

の

職

場

で

は

、

「

指

導

官

」

の

一

四

名

、

短

時

間

勤

務

者

の

一

％

が

、

週

四

日

勤

務

と

い

う

実

態

に

と

ど

ま

っ

て

い

ま

す

。

こ

こ

も

、

他

府

省

よ

り

遅

れ

た

実

態

が

あ

り

ま

す

。

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

1 7 9 21 29 37 40 42 44

0 0 0 0 0 0 0 1 1

全府省(行一）

旧建設（行一）

表3　再任用４日勤務の比率比較　（％）

以

上

の

よ

う

に

、

再

任

用

制

度

で

も

旧

建

設

省

の

職

場

が

、

他

府

省

よ

り

劣

悪

な

処

遇

に

置

か

れ

て

い

ま

す

。

こ

れ

は

、

旧

建

設

省

が

、

組

合

員

差

別

の

た

め

に

、

定

数

改

善

に

不

熱

心

で

あ

っ

た

こ

と

や

旧

建

設

省

の

高

級

官

僚

と

呼

ば

れ

る

一

部

の

幹

部

が

保

身

の

た

め

定

員

削

減

計

画

を

唯

々

諾

々

と

受

け

て

き

た

と

こ

ろ

に

そ

の

原

因

が

あ

り

ま

す

。

行政機関名       フルタイム 　　　短時間勤務 計
短時間勤

務の比率

新規 更新等 計 新規 更新等 計 新規 更新等 計

国土交通省 163 359 522 357 782 1139 520 1141 1661 69%

5 18 23 178 287 465 183 305 488 95%

会計検査院 6 7 13 6 34 40 12 41 53 75%

内閣官房・内閣法制局 2 0 2 4 13 17 6 13 19 89%

人事院 0 0 0 3 17 20 3 17 20 100%

内閣府 34 64 98 36 113 149 70 177 247 60%

総務省 18 21 39 49 122 171 67 143 210 81%

法務省 338 471 809 70 137 207 408 608 1016 20%

外務省 0 0 0 0 0 0 0 0 0

財務省 100 132 232 592 1169 1761 692 1301 1993 88%

文部科学省 1 0 1 3 5 8 4 5 9 89%

厚生労働省 93 69 162 265 681 946 358 750 1108 85%

農林水産省 0 0 0 248 89 337 248 89 337 100%

経済産業省 4 17 21 45 95 140 49 112 161 87%

環境省 24 36 60 8 10 18 32 46 78 23%

防衛省 173 488 661 62 14 76 235 502 737 10%

合計 956 1664 2620 1748 3281 5029 2704 4945 7649 66%

防衛省を除く合計 783 1176 1959 1686 3267 4953 2469 4443 6912 72%

表１　平成２５年度各府省等別の再任用職員数

旧建設（地整・地理）

後れの原因は当局の人事政策に



表

Ａ

は

、

再

任

用

者

数

の

推

移

で

す

。

昨

年

平

成

二

四

年

管

理

職

経

験

者

の

再

任

用

数

が

一

般

職

員

を

追

い

越

し

ま

し

た

が

、

そ

の

傾

向

は

今

年

度

も

続

い

て

い

ま

す

。

こ

れ

は

、

強

制

的

組

織

的

若

年

勧

奨

に

平

成

二

三

年

に

規

制

が

掛

け

ら

れ

、

そ

の

結

果

と

し

て

管

理

職

員

の

定

年

ま

で

の

就

労

が

増

加

し

た

こ

と

に

よ

り

ま

す

。

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

全体 62 38 41 66 82 84 173 210 253 357 402 488

管理職員等 2 5 4 17 31 30 60 75 107 178 224 311
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600

表Ａ表Ａ表Ａ表Ａ 地整・地理の再任用者数の推移地整・地理の再任用者数の推移地整・地理の再任用者数の推移地整・地理の再任用者数の推移

全体 管理職員等

表

Ｂ

は

、

そ

の

管

理

職

員

等

の

再

任

用

の

役

職

別

内

訳

で

す

。

特

徴

的

な

の

は

、

局

官

ポ

ス

ト

や

副

所

長

ク

ラ

ス

の

再

任

用

が

増

加

し

、

こ

れ

ら

の

役

職

者

が

「

指

導

官

」

ボ

ス

ト

に

再

任

用

さ

れ

て

い

る

こ

と

で

す

。

そ

の

指

導

官

ポ

ス

ト

等

の

役

職

別

勤

務

形

態

や

数

の

変

化

を

示

し

た

の

が

表

Ｃ

・

Ｄ

で

す

。

当

局

は

、

平

成

二

六

年

度

再

任

用

希

望

者

を

募

集

す

る

に

当

た

っ

て

、

四

級

格

付

け

を

示

唆

し

て

い

ま

す

。

現

在

の

再

任

用

者

の

指

導

員

･

指

導

官

か

ら

発

令

せ

ず

、

平

成

二

六

年

度

再

任

用

者

の

み

か

ら

の

発

令

だ

と

問

題

が

あ

り

ま

す

。

平

成

一

四

年

度

か

ら

導

入

さ

れ

た

再

任

用

制

度

は

、

旧

建

設

省

の

職

場

で

は

、

格

付

け

は

全

員

２

級

採

用

で

、

仕

事

も

経

験

な

ど

を

無

視

し

た

も

の

で

し

た

。ユ

ニ

オ

ン

は

、

再

任

用

政

策

を

発

表

す

る

と

と

も

に

ア

ン

ケ

ー

ト

や

再

任

用

者

交

流

会

を

実

施

し

、

実

態

や

要

求

を

把

握

、

そ

の

改

善

を

粘

り

強

く

要

求

し

て

き

ま

し

た

。

そ

の

結

果

、

平

成

一

五

年

度

か

ら

は

希

望

事

務

所

で

の

勤

務

、

平

成

二

〇

年

度

か

ら

管

理

職

経

験

者

の

三

級

格

付

け

を

実

現

、

平

成

二

四

年

度

か

ら

は

四

級

昇

格

を

展

望

し

た

「

指

導

官

」

で

の

採

用

実

施

、

平

成

二

五

年

度

か

ら

は

、

出

張

所

勤

務

の

実

現

な

ど

の

改

善

を

行

っ

て

き

ま

し

た

。

し

か

し

、

一

面

に

も

あ

る

と

お

り

、

他

府

省

と

の

比

較

で

は

、

処

遇

は

後

れ

て

い

ま

す

。

問

題

な

の

は

、

今

後

の

義

務

的

再

任

用

は

こ

の

後

れ

た

処

遇

を

基

に

実

施

さ

れ

ま

す

。

さ

ら

に

問

題

な

の

は

、

そ

の

義

務

的

再

任

用

も

「

定

員

･

定

数

事

情

が

厳

し

い

」

と

し

て

、

「

フ

ル

タ

イ

ム

採

用

を

実

施

し

な

い

」

な

ど

、

後

れ

て

い

る

処

遇

が

一

層

後

れ

る

状

況

に

あ

り

ま

す

。

他

府

省

か

ら

後

れ

た

処

遇

実

態

も

、「

定

員

･

定

数

が

厳

し

い

」

状

況

を

生

み

出

し

て

き

た

の

も

、

す

べ

て

当

局

の

人

事

政

策

が

原

因

な

の

で

す

。

当

局

は

、

再

任

用

希

望

者

に

犠

牲

を

強

い

る

の

で

な

く

、

再

任

用

に

当

た

っ

て

「

定

数

･

定

員

事

情

が

厳

し

い

」

状

況

を

作

り

出

し

て

き

た

の

は

当

局

の

人

事

政

策

で

あ

る

こ

と

を

認

め

、

そ

の

是

正

に

向

け

て

一

層

の

努

力

を

す

る

こ

と

が

、

今

求

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

平
成
二
五
年
度
の
再
任
用
者
の
実
態

平

成

二

五

年

度

の

再

任

用

の

旧

建

設

分

野

の

実

態

は

、

「

ユ

ニ

オ

ン

ニ

ュ

ー

ス

二

〇

三

号

」

（

五

月

一

五

日

付

）

で

概

略

を

報

道

し

ま

し

た

が

、

今

号

で

は

、

も

う

少

し

詳

細

を

明

ら

か

に

し

ま

す

。

表Ｂ　平成２５年度　管理職員等の役職別再任用状況

任期更新

指導官 指導員 一般職 計 指導官 指導員 一般職 計 指導官 指導員 一般職 計

局・官ポスト 49 10 10 1 1 11 0 0 11

局・課長 3 0 1 1 1 0 0 1

局・補佐、専門官 5 1 1 2 1 1 0 1 2 3

事務所長 11 0 1 1 1 0 0 1

副所長 48 12 12 13 13 25 0 0 25

事務所課長 84 58 58 68 68 0 126 0 126

出張所長 35 22 22 44 1 45 0 66 1 67

事・官ポスト 28 15 15 7 7 0 22 0 22

建設専門官 12 2 4 6 4 11 15 0 6 15 21

地整計 275 22 98 5 125 16 123 13 152 38 221 18 277

地理 12 2 6 8 12 14 26 0 14 20 34

合計 287 22 100 11 133 16 135 27 178 38 235 38 311

H25再任用者計

退職時役職

H24定

年退

職者

H25新規

表Ｄ　平成２５年度指導官登用実態

役職 勤務形態 計

週４日 2

週３日 9

指導員 週３日 0

計 11

週４日 0

週３日 1

指導員 週３日 0

計 1

週４日 0

週３日 1

指導員 週３日 0

計 1

週４日 5

週３日 20

指導員 週３日 0

計 25

週４日 0

週３日 4

指導員 週３日 14

計 18

週４日 7

週３日 35

指導員 週３日 14

計 56

局官ポスト

指導官

局・課長

事務所長

副所長

地理

計

指導官

指導官

指導官

指導官

指導官

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

2 5 4 17 31 30 60 75 107 178 224 311

44 59 81 145 172 231

17 42

管理職等の

再任用者数

　３級指導員

指導官

表Ｃ　管理職員等の再任用者の指導官・指導員の推移

他
府
省
よ
り
後
れ
た
ま
ま
で

義
務
的
再
任
用
の
実
施


